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 （午後 ７時０２分 開会） 

○上野課長 皆様、大変お待たせをいたしました。また、入庁管理の手続に不備がござい

まして大変申しわけありません。定刻を過ぎましたので、ただいまより第１５回東京都

認知症対策医療部会を開催させていただきます。 

 本日は、委員の皆様方におかれましては、お忙しい中ご出席をいただきまして、誠に

ありがとうございます。 

 私は、本日事務局を務めます、東京都福祉保健局高齢社会対策部認知症対策担当課長

の上野でございます。どうぞよろしくお願いいたします。以後、着座にてご説明させて

いただきます。 

 本医療部会についてでございますが、平成２４年度に設置をし、認知症疾患医療セン

ターの整備を中心とした認知症医療体制についてご検討いただいてきたところでござい

ます。認知症疾患医療センターの整備につきましては概ね終了しましたことから、本年

度をもちまして、本部会については閉じさせていただくことを予定しております。 

 本日、本部会の取りまとめとして、東京都認知症疾患医療センターのあり方について

委員の皆様からご意見を賜りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、委員の出欠状況についてご報告をさせていただきます。本日は西多摩保健所長

の渡部委員が所用により欠席をさせていただいております。また、西東京市健康福祉部

高齢者支援課長の横山委員が所用によりご欠席となっておりまして、代理として、西東

京市健康福祉部高齢者支援課副主幹の八矢様にご出席をいただいております。 

 事務局からは以上でございます。今後の進行につきましては繁田部会長にお願いをし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○繁田部会長 お忙しいところ、委員の皆様、お集まりいただきまして、ありがとうござ

います。本日は、報告事項が１件と、議事が１件でございます。今ほど事務局から説明

がありましたけれども、医療部会は今回が最終回ということで、活発な議論を本日もい

ただけたらと思います。 

 それでは、まず、本日の配付資料の確認を事務局からお願いいたします。 

○上野課長 配付資料の確認をさせていただきます。資料は１から１１までございます。

次第に記載をさせていただいております。また、参考資料として１から８までございま

す。また、資料の別添で、認知症とともに暮らせる社会に向けたケアモデル事業報告会

のチラシをおつけしております。お手元の資料に漏れがある場合は事務局がお持ちいた

しますので、挙手等でお知らせいただければと思います。 

○繁田部会長 それではまず、本日の報告事項である、都の認知症施策について、事務局

よりご報告をお願いいたします。 

○上野課長 それでは、ご報告をさせていただきます。資料は３から９までございます。

まず、資料の３でございますけれども、前回の医療部会の主なご意見を記載させていた

だいております。認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業について、
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それから認知症疾患医療センターに期待をされる機能について、また、認知症のアウト

リーチチームについてご意見を賜りました。こちらについては後ほどご確認いただけれ

ばと思います。 

 資料４についてでございます。平成３０年度における東京都の認知症施策（案）とい

うことで、来年度の都の主な取り組みについて記載をさせていただいております。この

中で新規の事業、また拡充事業について、かいつまんでご説明させていただきたいと思

います。 

 まず、都における施策の方向性ですけれども、都内における認知症高齢者の方の数は、

平成３７年には約５６万人に達すると見込まれております。そのため新オレンジプラン

の考え方等も踏まえまして、認知症の方とご家族が地域で安心して生活できるよう、認

知症の容態に応じて適切な医療・介護・生活支援等を受けられる体制の整備を進めてま

いります。 

 平成３０年度における認知症施策でございますけれども、認知症高齢者グループホー

ムの整備とあわせまして、平成３０年度予算額３４億円を計上しております。 

 左側の下、認知症の容態に応じた適時・適切な支援の提供ということで、認知症疾患

医療センターの運営でございますけれども、こちらは５３カ所分、６億４，５００万円

を計上しております。 

 基本的な機能等については変更の予定はございませんが、平成３０年４月から、全て

の区市町村で認知症初期集中支援チームが配置されるということから、認知症初期集中

支援チームの活動支援等を実施してまいりたいと考えております。 

 また、その下、島しょ地域の認知症医療従事者に対する相談支援体制の整備でござい

ますけれども、資料５をごらんいただけますでしょうか。 

 次の、認知症の人と家族を支える人材の育成、認知症支援推進センターの運営とも関

連する事項でございますけれども、東京都健康長寿医療センターに設置をしております

認知症支援推進センターにつきましては、平成２７年度から事業を実施しておりますけ

れども、認知症ケアに携わる医療専門職の認知症対応力向上の支援拠点としまして、平

成３０年度からは、新たな取組として、認知症地域対応力向上研修ということで、認知

症初期集中支援チーム員や、認知症支援コーディネーター等のスキルアップの研修を実

施してまいります。 

 また、区市町村における認知症多職種協働研修の講師の養成ということで、これまで

地域拠点型認知症疾患医療センターでも多職種協働研修を実施してまいりましたけれど

も、区市町村のほうでも、この多職種協働研修の実施が進むように、講師役を養成して

いく予定としております。 

 また、認知症疾患医療センターの整備がなかなか難しい島しょ地域におきましては、

島しょ地域の医療従事者に対しまして、島しょ地域認知症医療サポート事業ということ

で、右側の図にございますとおり、認知症支援推進センターに配置されます認知症専門
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医が島しょ地域の認知症初期集中支援チーム員の医師等に対しまして、ｗｅｂ会議等の

仕組みを使って専門的助言を実施してまいります。 

 具体的には、このＢのパターンが対象になる自治体が多いと思いますけれども、サポ

ート医が不在の場合、認知症支援推進センターの専門医が認知症サポート医としてチー

ムに参加し、必要な助言等を行っていくという事業を予定しております。 

 続きまして、資料４に戻っていただきまして、右側、認知症の人とともに暮らす地域

あんしん事業ということで新規事業を予定しております。 

 東京都健康長寿医療センター、東京都医学総合研究所と協働しまして、認知症ととも

に暮らす地域づくりや「日本版ＢＰＳＤケアプログラム」の普及に取り組んでいくとい

うことでございますけれども、資料６と参考資料７をごらんいただけますでしょうか。 

 まず、参考資料７でございますけれども、平成２８年度から２カ年、東京都の研究機

関であります東京都健康長寿医療センター研究所、また東京都医学総合研究所に委託を

いたしまして、認知症になっても地域で暮らせるモデルづくりやＢＰＳＤ（行動・心理

症状）の軽減に向けた支援手法の開発を行ってまいりました。 

 左側の、認知症とともに暮らせる社会に向けた地域ケアモデル事業につきましては、

前回の医療部会でも粟田委員からご報告をいただきましたとおり、板橋区高島平１～５

丁目におきまして、生活実態調査と診断後支援を行い、その効果を検証するというもの

で、この結果、医療や介護につながっていない認知症高齢者が相当数存在することや、

支援拠点が認知症の早期把握や進行の予防、支援のネットワークづくりに有効であると

いう知見が得られたところでございます。 

 また、右側の、認知症の人の地域生活継続を支援するケアプログラム推進事業でござ

いますけれども、こちらは東京都医学総合研究所に委託をしまして、スウェーデンで普

及をしている、介護事業所施設向けのＢＰＳＤケアプログラムの日本版を開発し、その

効果を検証していくというものでございました。このケアプログラムのモデル実施によ

りまして、ＢＰＳＤの症状が改善する事例が多く見られたことから、これらの取組を第

７期の高齢者保健福祉計画に位置づけて、今後、広く普及・促進をしていくということ

とさせていただきました。 

 事業の実施の内容でございますけれども、資料６に記載をしておりますとおり、これ

らの二つのモデル事業を踏まえて、それぞれ「ア認知症地域支援推進事業」、「イ認知

症ケアプログラム推進事業」に取り組む区市町村に対しまして、都が経費の一部を補助

し、また上記の事業を実施する区市町村に対しましては、研究機関による技術的サポー

トを実施していくという事業を予定しております。 

 資料４に戻っていただきまして、次、若年性認知症の有病率及び生活実態調査につい

てでございます。 

 資料７をごらんください。こちらは後ほど粟田委員にも補足のご説明をいただきたい

と存じますけれども、若年性認知症の有病率の調査につきましては、平成２０年度に国
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が実施したものが最後でございまして、その有病率をもとに都の若年性認知症の数を推

計しますと、都内では約４，０００人とされております。しかしながら、平成２８年度

に都が実施をしました認知症高齢者数等の分布調査によりますと、その推計を超える方

がいらっしゃるのではないかということがわかりました。国においても、この全国調査

を実施するということで、今回都内の特定地域におきまして、質問紙による調査、また

生活実態調査、それから訪問調査を、東京都健康長寿医療センターに委託をして実施す

ることを予定しております。 

 単年度の調査で、平成３０年度は都内の状況について把握をし、平成３１年度には日

本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）との連携において、全国データとの分析、比較等を実

施する予定でございます。 

 資料７については以上でございます。 

 続きまして、資料８をごらんください。こちらにつきましては、平成３０年度以降の

看護師認知症対応力向上研修の（案）ということでお示しさせていただきました。 

 前回の医療部会でも申し上げましたけれども、今年度、東京都看護師認知症対応力向

上研修のあり方検討会を設置いたしまして、検討してまいりました。この検討に当たり

ましては、桑田委員のほうにも多大なご協力をいただきまして、感謝を申し上げます。 

 改めて申し上げますと、平成２８年度から国が新オレンジプランに計１８時間の看護

師の研修を新たに位置づけたところでございますけれども、都におきましては従前より

各地域拠点型認知症疾患医療センターにおきまして看護師向けの研修を実施しておりま

したことから、Ⅰ型からⅢ型までに分割して実施しておりました。そのカリキュラムの

見直し、整合性を図るということで検討させていただき、来年度からⅠ型研修について

は４．５時間、Ⅱ型研修については６．５時間、Ⅲ型研修については７時間実施するこ

ととし、Ⅰ型研修からステップアップをして受講をしていただくということで、検討会

においてとりまとめましたので、ご報告をさせていただきます。後ほど桑田委員から一

言いただければ幸いです。 

 以上のご説明を踏まえまして、資料９が、来年度予定をしております平成３０年度に

おける東京都の認知症医療従事者向けの研修の一覧となりまして、１１番、１３番、１

４番が新たな研修ということになってまいります。これまでもさまざまな形で研修を実

施してまいりましたけれども、来年度以降はさらに区市町村におけます認知症対応力の

向上が図れるようなバックアップという形で研修を実施してまいりたいと考えておりま

す。 

 少し長くなりましたが、参考資料２と３につきましては、この度発表させていただき

ました実行プランのブラッシュアップということで、参考資料２は、「３つのシティ」

の実現に向けた政策の強化ということで、ただいまご説明をしました日本版ＢＰＳＤケ

アプログラムの普及について、こちらの計画に記載をされたということと、参考資料３

につきましては、東京都保健医療計画の策定の中にも今申し上げた認知症対策の平成３
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０年度以降の取組について記載をさせていただいておりますのと、参考資料の４で、た

だいまパブリックコメント等をさせていただいております東京都高齢者保健福祉計画の

中にも、認知症対策については重点施策の一つとして記載をさせていただいております

ので、あわせて情報提供させていただきます。 

 長くなりましたが、私からは以上です。 

○繁田部会長 ありがとうございました。平成３０年度の都の施策について、ご報告をい

ただきました。 

 認知症支援推進センターの運営と、それから前回、粟田委員からご報告をいただきま

した研究事業の成果を活用して、認知症とともに暮らす地域あんしん事業、それから若

年性認知症の有病率及び生活実態に関する調査、こちらは東京都健康長寿医療センター

で委託するということでございました。もしよろしければ、粟田委員のほうから、これ

らの点に関しまして少し補足等をいただけたらと思いますが。 

○粟田委員 それでは、資料６の認知症とともに暮らす地域あんしん事業の中の、私ども

が委託を受けて行うアの認知症地域支援推進事業というものでございますが、これに書

いてあることの中身は、なかなかわかりにくい中身になっているのですけれど、簡単に

申しますと、今、都内には大規模団地がたくさんございますが、恐らく共通の課題であ

ろうということで、単身世帯の方が非常にたくさん暮らしているということ、高齢化が

非常に進んでいるということと、その結果、当然認知症の方もたくさん暮らしていると

いうことではあるのですけれども、なかなかこの大規模団地というのは、何と申しまし

ょうか、狭いところにたくさん認知症の方が暮らしてるんですけども、それに見合う十

分な社会支援のサービスとか、地域づくりとか、そういうのがほとんど行われていない

ということがございます。ご家族が遠方であったり、あるいはそもそも家族がいらっし

ゃらないという方もたくさんいらっしゃるということで、高島平の調査の結果、必要な

情報とかサービスになかなかアクセスできないという方がたくさんいらっしゃる。同時

に、それとともに体の健康状態でありますとか、あるいは精神的な、さまざまな健康問

題でありますとか、経済問題でありますとか、さまざまな複合的な課題を抱えた方がた

くさんいらっしゃるということで、こういう方たちが必要なサービスにつながって、ち

ゃんと地域生活が送れるようにということで、地域の中に拠点というものをつくりまし

て、そこに気軽に、そもそもそこに住んでいらっしゃる方が立ち寄れるような環境をつ

くって、ここには地域に暮らしている方も来られるのですけれども、専門職の方もいら

っしゃるという環境なので、そういう専門職の方と自由に相談をしていただいたり、必

要なアドバイスをしてあげたり、地域包括支援センター等と連携しながら必要なサービ

スを調整していくなんてこともできるようにしていこうということで、いわば支援のコ

ーディネーションですね、地域生活を保っていくための社会支援のネットワークづくり

の拠点としての居場所をつくって、そこで支援を展開していこうとか、そういうモデル

でございます。 
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 ということで、大規模団地、ほかのところでも、こういうことをやってみたいという

ことがあれば、ノウハウをいろいろお伝えしようということでございます。 

 それから、もう一つは、若年性認知症の有病率及び生活実態に関する調査なんですけ

れども、現在もいろいろ若年性認知症に対する施策はつくられているんですけれども、

そのもとになっているデータは平成２０年度に全国規模で行われた若年性認知症の有病

率調査に基づくものなのですが、そのときに、人口１０万当たり４７．６人という数値

が使われていて、これに基づいて、それぞれの地域で若年性認知症の方はこのぐらいい

るんじゃないかということで社会サービスがつくられているわけなんですけれども、ま

ず、この調査は１０年前ということで、この１０年の間に若年性認知症に対する国民の

意識も非常に変化してきてるということと、それから、診断できる医療機関がこの１０

年間に増えてきているというようなこともございます。それから、生活実態も、実はき

め細かい調査が行われていないということもございましたので、全国規模でもう一度、

若年性認知症の有病率、生活実態調査をやろうということになりました。 

ということで、私どもの東京都健康長寿医療センターが、全国調査の責任、研究機関

ということもございまして、東京都でも区と連動して実態調査をやろうということです。

ただ、東京都は人口規模が非常に大きいので、全域だととてもできないので、私どもの

研究所があります区西北部という、豊島区、北区、板橋区、練馬区の４区で、まずは調

査をさせていただこうと考えているところでございます。この結果に基づいて、今日の

若年性認知症の方々の、ご本人あるいはご家族もそうなのですが、どのような社会支援

が必要とされているのかというのを調査いたしまして、必要な社会政策について提言さ

せていただこうという、そういうものでございます。 

 簡単ですが、そんなところでございます。 

○繁田部会長 ありがとうございました。この件に関しまして、また、ご質問を後ほどい

ただきますけれども、その前に、医療従事者向けの研修に関しまして、看護師認知症対

応力向上研修については、もう一度、内容を吟味、整理をしてカリキュラムを変更する

ということでございました。 

 それで、この研修のあり方検討会の委員として参加してくださっておりますのは、こ

の会の委員でもあります桑田委員でございます。桑田委員のほうから、もしよろしけれ

ば、看護師認知症対応向上研修に関しまして、少し補足をいただけたらと思いますが、

よろしくお願いいたします。 

○桑田委員 桑田です。これまで、先ほどの説明がありましたけれども、研修Ⅰ型のほう

は基礎編ということ、そして、Ⅱ型は対応力向上研修で、指導的な役割を担う看護師を

対象とするということ、Ⅲ型に関しては管理監督的立場の看護師を対象にするというこ

とで行ってきました。 

 そしてⅠ型は、地域拠点型認知症疾患医療センターで行ってくれていまして、Ⅱ型に

関しては、昨年は都内全域で３回開催をしています。 
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 Ⅲ型に関しては、２月１０日に終わったばかりでして、１１０名のナースが受講をし

ております。 

 そして、ファシリテーター等に関しては、認知症疾患医療センターの看護職が来てく

れまして、講師、ファシリテーターを務めてくれています。ですから、認知症疾患医療

センターの看護師の情報の共有の場にもなっていると思っています。また、講義内容、

演習内容を通して、認知症疾患医療センターで行っている研修の底上げになっていると

思っています。 

 そして、そのことをもとにテキストも修正をしまして、今月２７日にワーキンググル

ープの開催がありますので、そのときに、その内容の周知、確認、そして来年度の研修

についても情報の共有をしたいと思っています。 

 実際に、各認知症疾患医療センターでの研修内容の相違等に関しても共通理解をしな

がら、統一できたらいいと思っております。 

 ２月１０日の研修を通して思ったのは、一気に変わるというわけではないですけれど

も、でも看護職の意識は変わってきていると思っているのと、それと地域にも目が向く

ようになってきていると感じています。すごく真面目で、そして活発な意見交換もあり、

なおかつ認知症の方たちにどう対応してたらいいのかということを考えてくれている姿

勢、私はすごく今回は、ああ、変わったな、少しずつ効果が出てきているのかなと実感

ができた研修会でした。 

 以上です。 

○繁田部会長 ありがとうございました。最後におっしゃったのは、Ⅲ型でしたっけ、管

理監督的立場の看護師の方という。 

○桑田委員 はい、そうです。 

○繁田部会長 ありがとうございました。大切なところのご説明をいただきました。 

 それでは、ただいま粟田委員、桑田委員のご説明をいただいたところも含めまして、

全体、今までの平成３０年度の施策、事務局からのご説明のところも含めまして、ご質

問、ご意見、ご指摘等いただけたらと思います。いかがでございましょうか。どんなと

ころでも結構でございます。ご要望でも。 

  山田委員、お願いします。 

○山田委員 すみません。お先にありがとうございます。 

山田ですけれども、認知症とともに暮らす地域あんしん事業のことでお聞きしたい点

があって手を挙げたのですけれども、大規模団地等においてということで、大規模団地

ということ、どれぐらいの規模でということもそうなのですけれども、結構、拠点をま

ず置くということは、すごく大事なことだなということを思っております。団地の中の

地域に相談が集まってくる仕組みというのをつくるということは重要だと思っているの

ですけれども、同時に今、多分地域の中で抱えている問題というのは、周りの方が気に

なっているんだけれども、なかなかご本人が、先ほど先生がおっしゃったように、家族
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がなかなか来られない環境の中で、周りは気にしてるんだけれども、なかなか医療につ

なげられない人に、誰が鈴をつけるかみたいなことが、結構一番の問題になっていて、

そこの中で、ここの事業の機能として、アウトリーチ的なものであったりだとか、また、

ある程度先生が研究でやっていらしたような、情報が行政からやってきて、ある程度、

何年に一度でもいいんですけど、ローラー的に皆さんの状況を把握できるとか、そうい

った仕組みということは、何かあるのでしょうか。 

○粟田委員 まず、東京都の事業としてやる事業の中では、いわゆるローラー的な調査と

か、そういうのはないですね。ただ、我々の中で調査をしたので、しっかり調査はやっ

ているのですけれども、今回の調査で、やはり意味があるなと思ったのは、自由に来ら

れる居場所を、地域の中につくり出しておくということはとても大事だろうと。 

 地域包括支援センターというのがあるのですけれども、地域包括支援センターは、ど

うしても窓口的な機能になってしまうので、用があったら来るけれども、あまり用がな

いと来ないところがあるんですが、しばしば認知症の初期段階の方とか、一人で暮らし

ている方というのは、用があって窓口に行くということはないのだけれど、何か不安だ

から人がいるところに来てみたとか、そういう方たちがたくさんいらっしゃって、隣近

所と誘い合ってきたりとか、そういうふうなことができるような場所であると、そんな

ところから少しずつ、こういう生活課題があって困っているんだとか、少しずつ出てく

ると。それで、必要な支援というのは医療だけではないのですけれども、さまざまな、

その人その人に応じた、生活しやすいようにするためにはどうすればいいのかというこ

とを、そういうゆったりした場所で、ゆっくり話し合うみたいな、サロン的、カフェテ

リア的というか、ちょっといい感じのテーブルとかソファとかが置いてあって、そこで

ゆっくり話しながらやっていくという感じであります。だから、問題を捉えて、すぐそ

こに対して何かするというのではなくて、ゆっくり考えながら、そこでやっていくと。

そういうふうにすると、すぐ何かをしなくても、何となくそういうところで、人のつな

がりとか、輪とか、あるいは知り合いとかができ上ってきて、だんだんにみんなで状況

がわかってきて、何とかかんとか暮らせる方法をあるものでみつくろって、つくり出し

ていくみたいなことができるので、そういうことができるスペースというか、場所をつ

くるということが、意味があるのかなと。 

 ただ、そこには、一応我々の事業では、それなりのプロフェッショナルが、一応出入

りしているということが、「いる」ということが大事かなと。そういう方がいると、そ

れなりにいろいろな配慮をしながら、認知機能が障害されて困っているという状態に対

して、いろいろ配慮をしながら考えていくことができるので、そういうような、名前を

何て言っていいかよくわからないので、我々は「ここからステーション」と、ここから

始めましょう、「ここからステーション」という名前をつけたのですけれど、そんなよ

うなスペースというか、空間とか、そういうことをやっていこうということでございま

す。 
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○繁田部会長 もうちょっと言いたそうだけど。 

○山田委員 いいですか、ごめんなさい。その中で、やはり住民の方であったり、まず、

ご本人さんが何かしらの意識を持ってというのは、本当にすばらしいと思っているので

すけれども、同時に周りの方が「あっ、おかしい、何か変だ」というふうに思って、そ

こをどうつなぐかというときに、やはり専門職の存在というのはとても大事で、先日も

ちょっと私、うちのクリニックではあるのですけれども、それに地域の人をつなげてい

くのに、やはり説得するのに結構時間がかかるんですね。そういう意味では地域包括も、

かなりそういったところでの、住民からの相談を受けて一緒に相談には乗るのですけれ

ども、申しわけないけれどやっぱり地域包括は忙しくて、ずっと継続的にというのが難

しいんですね。そうしたときに、やはりご本人に、受診しようかなという気持ちになっ

ていただくまでのかかわりというのは、それなりに時間を要するので、そういったとこ

ろで地域包括とうまく拠点が連携しながら、お互いに関わりあいながらつなげていける

といいのかなと思います。 

○粟田委員 ありがとうございます。まさにそのとおりであって、実は、我々のこの拠点

は地域包括支援センターの隣につくってあるのですね。 

 それから、あと訪問看護ステーションと医師会の在宅療養支援センターが隣にあるの

ですけれども、そういうような環境に、そういう場所があるというのが、とても効果的

かなという感じがします。そうすると、両方向性で相談に来るのですね。地域包括から

もこっちに相談が来るし、こっちからも地域包括にいって、どうしようかと一緒に考え

たりということが臨機応変にできるということで、自然に多職種、多機関のチームがで

き上がって一緒に考えていくということができるので、今ある制度的なサービスが、た

だ並んでいるというだけじゃなくて、何か今の制度にはないのですけれども、自由な空

間で、人々が自由に来られて、しかも専門職がいてみたいな、そういう場所がもう一つ

必要なのかなという、地域包括支援センターがそうなっていれば、別に問題はないよう

な気もするのですけれども、そんな感じでございます。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

一つ質問なのですけれども、開催日とか、時間とかというのがあるような、つまり、

いわゆる認知症のカフェ的な感じになるのですか。 

○粟田委員 確かに先生がおっしゃるように、２４時間３６５日ってやっぱり、人的パワ

ーからそれは無理であって、今のところ、週３．５日が限界であります。できたら週５

日とか、そんな感じでやれると、もうちょっといいんじゃないかなと思うのですけれど

も、恐らくこういうことを一緒にやっていこうという人たちが増えてくればいけるんじ

ゃないかなと思ったんですけど、実は我々がこういう仕事を始めたら、元保健師だった

方とか、精神保健福祉士だった方とか、理学療法士だった方で、リタイアした方たちが

たくさんいらっしゃるのですね。そういう方たちも自由にここに来ていただいて、「手

伝うよ」みたいな感じでやってくれたりしておりますので、実は一部雇用しましたけれ



 

 10 

ども、そういう方々は本当にスキルが抜群にあるので、結構こういう事業というのは持

続できるのかなという感じです。まだ始めなので、これからどうなるのか、ちょっとあ

れですけれども。 

○繁田部会長 週３．５日は、一応例えば、午前９時から午後５時的な感じで、ボランテ

ィアの人も含めて何らかの専門職が常駐している感じなのですか。 

○粟田委員 はい、そうです。常駐もしています。時々いろいろなイベントもやっており

ます。 

○繁田部会長 それはすごいですね。ありがとうございました。 

○西田委員 今の質問とちょっと似たことだったので、それで今お話に出たように、週に

１回とか、月１回の認知症カフェはあちこちにたくさんあるのですが、たまにしかない

と、高齢者の方の居場所にならないですよね。ですから、毎日空いている、あそこに行

けばいつでも仲間に会えるみたいなところがあるとすごくいいなと思っているんですが、

それは地域でやろうと思うと、そうボランティアばかりに頼れないので、人件費の問題

とか、あと家賃の問題等ございますので、そういうところで公的な支援を受けられると

いうのは、非常にありがたいなと思いました。 

 それと、私の質問は、ケアプログラム推進事業のことなのですけれども、これは、Ｂ

ＰＳＤレジストリという形でやられるのか。ちょっとこれの具体的な内容を教えていた

だきたい。 

○上野課長 ご質問ありがとうございます。参考資料７に、本当に簡単に記載をさせてい

ただいているんですけれども、スウェーデンではＢＰＳＤのレジストリということで、

事例を登録して自治体が持つような仕組みをしていたのですけれども、このプログラム

の本格実施に当たりましては、事例につきましては、データを持つんですけれども、個

別の事例としては持たない予定でございます。あくまでも匿名化したデータということ

で、システムの改善のためには活用することが考えられるんですけれども、個別のＡさ

ん、Ｂさんがわからないような形での、医学研で管理をして、参加する自治体ではデー

タが見れるような形で今検討中ではございますけれども、全くスウェーデンのレジスト

リと同じような形では考えておりません。 

○繁田部会長 対応の知見とか、実績を積み重ねていってということですかね、先生。あ

りがとうございます。 

○新田委員 今のお話に関連するのですが、まず、レジストリシステムをやろうとしたと

きに、固過ぎるんですね、事業が。そこに登録しないと全てできないという部分で。本

当は、区市町村で重要なことはきちんと把握することですよね。だけど、把握してやる

ことなんだけど、研究にするということは一つ大きな倫理的課題があるので、倫理的課

題を超えないものに対しては区市町村はできないんですよ。 

 私は、これはとてもいいことだと思っていて申請したんですが、こういう研究テーマ

を出さない限りは参加ができないということで断られたのですね。私は勝手に、イギリ
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スのフレイルを持ってきて、やろうとしたのですけれども、それはそれで自由にできる

から、別に区市町村にとって何が重要かということで、私はやればいいかなと最初は思

っていました。今回、匿名と両方でということで、一つ進歩だなと。区市町村にとって

はきちんと把握すること。そして、研究としては匿名でやると、これは両方ですから、

私は進歩したなというふうに、まず一つ思っています。 

 もう一つ、最初の地域支援事業ですが、これは今さらこんなことをやっていて間に合

うのかという話が正直な話であります、はっきり言って。区市町村の議論であれば、今

までの議論は私は許せる議論なんだけど、東京都が今ごろこんなことをやり始めて、間

に合わないですよ。団地の問題とか、そういうのではなくて、今の感じでは、町であふ

れるほど認知症の人が出ていって、その人たちが暮らしに困っていて、どうするんだと

いうことで、それぞれ各市においては、私のところもサロンが今１０カ所ぐらいありま

すが、サロンをやっていますね。というように、各区市町村はかなり努力をして、サロ

ンをつくったり何かしている。もっと言うと、もし粟田先生が研究をやるとしたら、大

規模団地も結構だけど、東京都の全地域のサロンを全てリストアップして、認知症とど

うかかわっているか、そして、それをどう支援しているかということも含めて、やっぱ

りやっていただきたいなという話でございます。 

○粟田委員 新田先生おっしゃるとおりで、焼け石に水みたいな話ですよね、正直言って。

高島平だけでも、とてつもない人口があって、そこに１カ所そういう居場所をつくって

も、ちなみに本当は高島平二丁目の人のためみたいな感じになってますが。 

 ただ、重要なことは、こういうことをやると、こういうことがあるんだということが、

ちゃんと可視化されたということ、私は個人的には、２００６年に全国につくった地域

包括支援センターというのは、そういうようなことができる場所をイメージしていたか

どうかわからないのですけれど、イメージしていなければいけなかったのではないかな

という。確かに今は本当に焼け石に水的なことなんですけれども、こういったことが、

区市町村レベルで普通にやれるという枠組みを今後考えていく必要がある。例えば、小

さい自治体では地域包括支援センターがやっていますよね。地域包括支援センターの隣

に常設型のカフェなんかもつくっているし、専門職の人も来ているし、時々医者なんか

もお茶を飲みに来たりしているということはやられているので、ただ、大都市というこ

とになると、本当に新田先生のおっしゃるとおりで、どうなることやらとは思うのです

けれども、ただ、世の中の動きというのはどうなるのかわからないので、突然、爆弾的

にばーっと広がる可能性というのを、どこかで起こることを期待しながらやっていると

いうことです。先生おっしゃるとおりです。 

○新田委員 ありがとうございます。私、これはとてもいい事業だと思っているんですね。

だから、私の言いたいことは、東京都に全域に、早急にこういった事業が欲しいなと、

そういう話でございます。 

○繁田部会長 山本委員、お願いします。 
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○山本委員 新田委員がおっしゃること、全く賛成で、ただ都内の団地は本当に今高齢化

が進んでいて、私も先週金曜日に、高齢化率が６０％近い団地で、民生委員の方と自治

会の役員の方と、あと分譲もあるので、管理組合の役員の方と、あと地域包括と、あと

社協の地域福祉コーディネーター、あとＪＫＫの職員と、五、六者の懇談会を開いて、

今後どうしていこうかという話し合い、今、そういう試みを各団地で始めているのです

けれども、新田委員がおっしゃるように、平場も含めて、住民同士の互助をどう関係団

体が仕組んでいくかということがとても重要だと思うのですけれど、これは３カ年の事

業で、３カ年の後、どう都全体で普及していくかということが最も重要で、予算がつく

のであれば、本当に都内全域で、もう全ての団地でやっていただきたいという、そうい

う気持ちというか、必要性があると感じます。 

東京都にお願いしたいのは、今、ＵＲも福祉拠点化の話が出ています。ＪＫＫも今頑

張っていると思うのですけれども、さらにＵＲなり、ＪＫＫに、地域包括支援センター

なり地域福祉コーディネーターなりと組んで、そういうお互いのサポート体制、あと社

会福祉法人なんかも今、地域貢献が課題になっていますので、ぜひ広く話し合う機会を

持っていくこと、協力していくことを呼びかけていただきたいなと思っているのですけ

れども。 

○粟田委員 まず一つ、互助のことなんですけれども、互助を意識的につくるというのは、

私もよくわからんのですね。どうやったらその互助というのがつくられるのかよくわか

らないのですけれども、あるいは何を、互助というのも、よくわからないところもある

のですけれども、そういう研究、たくさんあるのですが、私はよくわからない。 

 ただ、今回やってみてわかったことは、やはり物理的空間というのは大事なので、そ

ういう場所をつくると人々はそこに集まってきて、何やらお互いに助け合うものだなと

いうことはわかりました。多分これは古くから日本にはあった文化なんじゃないかなと

いう、井戸端会議的な、そういう文化なのかなという感じがするんですけれど、互助に

ついてはそんな感じで。 

 それからもう一つは、今、民間のいろいろなステークホルダーのことがありましたけ

ど、今回の大規模団地の研究をきっかけに、ＵＲは全面的にこれを一緒にやろうという

ことで、高島平だけじゃなくて、ほかの大規模団地でも、いろいろと協力してやってい

きたいということです。実際今回も、場所の家賃の問題というのが非常に重要な問題な

のですが、これはＵＲの協力のもとで、それなりの予算でやれるような協力をしてもら

ったり。 

そんなことで、民間セクターも、恐らくこういう事業というのは、特に住宅関係の領

域では意味があるようなことなんだと。 

 それから、最近もう一つ、この動きをきっかけにして動き出したのは、分譲マンショ

ンなんかも同じような問題があるということで、分譲マンションに関しましては、管理

業協会というのがあるのですけれど、管理業協会というのは分譲マンションの管理会社
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の協会ですが、この管理業協会がまさに、単独世帯の認知症の方の生活支援の担い手を

せざるを得ないということで、お金の管理をしている管理人もいるということを聞いて

私はびっくりしましたけれども、そんな状況になっていて、このままではいかんという

ことで、管理業組合のほうも、こういったことをちゃんと考えていかなきゃいけないと

いうことで、研究会をつくったりして、この高島平のモデルなんかを見ていただきなが

ら、検討を始めたということでございます。 

 だから、恐らく、いまやもう全国的にこの問題というのは、あらゆるセクターが関心

を持ち始めているのではないかなという気がいたします。 

○新田委員 もう一点だけよろしいですか。たびたびすみませんです。私は互助は政策的

につくるべきだと思っております。 

 例えば、今、各区市町村で、生活支援体制整備の協議会というのがあって、各地域で

生活支援をどうするかという、総合事業の一つであるはずですね。これは要支援１の方

に対する生活支援等々をつくると。 

 ただ、そういう事業というのはシンプルで縦割りなんですね。 

 例えば我々のところも、今、モデル事業で生活支援員というのを国立の小さな町で４

人を指名して、そしてある団地の、四丁目団地の一人とか、そういうようなことで、全

ての団地の人たちの生活支援をするということですが、そこにさらに認知症の人が入る

とか、というように、行政のさまざまな事業をコミットするようなことを誰がやるのか

というのは、どこでも問われていて、縦割りの事業の中で、認知症政策１本とか、そう

いうのではなくて、いわばそこの串刺しを誰がやるかというのは、とても重要だなと思

うのです。これは誰だといえば、行政能力かなと私は思っているのですが、でも、そう

いうことで、地域がつくられるということで、さらに互助をそこでつくっていくと。つ

くっていく間も、協議会で、やっぱり住民同士が危機意識を持つのですね。それは自分

たちのことだということでございまして、そういう実際のことをやりながらつくってい

くんだろうなと思っています、東京というのは。 

○齋藤委員 おっしゃるとおりだろうと思うんです。新田先生のような地域と、それから

高島平団地とではバックグラウンドが違いますから、高島平団地をモデルにして全都に

広げるということではなくて、やはり各地域でできてきたものをバックアップしていく

ということだと思うんです。そういう活動は、多分互助のパワーを強めるというか、住

民の意識を高めるでしょうし、力を生み出すだろうと思うから、それはそれで一つ進め

ていかなければならないけれど、先ほど山本委員がちょっとおっしゃった、アウトリー

チの話やなんかになると、互助というのは、嫌われている人はだめですよね。地域から

孤立している人をボランタリーベースで助けてあげましょうというのはだめなんです。

だけど、一番ケアを必要としている人たちは、そういう人たちなんです。そういう人た

ちに対するケアがない。僕は、行政が一番やるべきことはそういうことだと思うんです。

ボランタリーベースでその地域の力を高めていくということはやるべきだけど、一方で、
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いろいろな事情があって周りの人に助けてもらえない、自分でも助けてくれと言えない、

ごみの山になるまで周りが黙ってて、ごみの山になった途端にあれを何とかしろと言わ

れて、成年後見人がついて、どこかに入れられておしまい、みたいなことにならないよ

うなシステムこそ行政がやるべきです。何もないところからソーシャルワークをやるの

は大変で、東京では伸び悩んでいますけれど、地域福祉権利擁護事業はずっと継続する

システムですね。アウトリーチって、アウトリーチしてケアして病院に入れたら終結な

んです。その後、人生はずっと続いていて、病院に入れられたら病院のソーシャルワー

カー、どこかへ行ったら別のソーシャルワーカー、それでいて最後にはその人らしい人

生をと言われたって、そんな病院なんて３カ月しかいられないのに、その人らしい人生

も、なにもないわけですよ。そういう社会的支援のない人に継続的にサポートができる

ようなソーシャルワークのシステムをつくるべきで、僕は、本来はそれは行政の中にあ

るべきだと思うけど、今これからできないんだったら、地域福祉権利擁護事業のような

ものを伸ばすことが望まれます。 

 成年後見と言いますけれど、成年後見というのは、代理権を全部奪うわけです。あれ

で、ともに支援もへったくれもないので。その点、地域福祉権利擁護事業は非常に不能

率だけど、でも、一人の人は、うちにいても施設にいても寄り添うことができるわけだ

から、行政の役割としては、互助・共助からこぼれる人、それは決して例外ではないの

で、結構たくさんいます。ボランタリーベースでいい場所と公的な機関が担うべき場所

というのは、僕は、きちんと分けないと、何となくみんな気持ちよくなって、ああいう

のがあるといいよねということになってしまうと、一番大変な人が切り捨てられて、あ

の人は違うよねということになってしまうと、僕は危惧します。 

○繁田部会長 ありがとうございました。まだ意見がおありですか。手短にお願いします。 

○山田委員 今のご意見をお聞きして、本当にそうだなと思いましたし、あと同時に、今

なかなか社会との接点がない方について、どうやってＳＯＳが出せない状況を発見する

かというところで言いますと、東京都の中では、多分インフラを担っている事業所であ

ったり、あとＪＫＫとかＵＲなんていうのは、家賃が滞納されれば、そこで発見できる

仕組みというのもあるので、そういった、多少、個人情報、プライバシーの問題という

のは必ずあるので、そう簡単にはいかないんですけども、ある程度そういったところを、

先ほどの行政の串刺しで、協定等を結びながらやっていかないと、実際には埋もれてい

る人たちを発見する仕組みすらもないというのがあるので、本当に齋藤先生がおっしゃ

るように、地域福祉権利擁護事業でつなげるまでのところも、もう一つ必要なんじゃな

いかなと思いました。 

○繁田部会長 ありがとうございました。まだまだご意見があるかと思いますけれども、

もう一つの、今日いろいろご意見をいただかなければいけない論点がございますので、

本当に申しわけございませんが先に進めさせていただきまして、もしこれだけは言いた

かったのにということがありましたら、東京都にファクスでも送っていただければ、優
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秀な行政官がちゃんと目を通してくれると思います。 

 それでは、議事に入りたいと思います。本日の議事は、東京都認知症疾患医療センタ

ーのあり方についてでございます。まずは事務局から資料のご説明をお願いいたします。 

○上野課長 それでは、ご説明をいたします。資料の１１を先にごらんいただけますでし

ょうか。地域連携型認知症疾患医療センターの指定更新についてでございますけれども、

前回の医療部会でもお話をさせていただきましたとおり、今回、平成３０年３月末日を

もって、記載の３５医療機関が指定期間の満了を迎えます。 

 裏面にございますとおり、審査会で審査をさせていただきまして、３５センターとも

に指定基準、それから、運営状況に問題はないということで、指定の更新手続を進めさ

せていただくこととさせていただきました。１２月までに申請書を出していただきまし

て、こちらも申請内容等の審査をさせていただき、また活動状況につきまして、ヒアリ

ングが必要なところにつきましては、こちらでヒアリングをさせていただきまして、各

センターとも、適切に役割を果たしていると認められましたので、今後、国のほうに指

定更新に係る協議を行いまして、３月上旬までには指定更新の手続を行いたいと思いま

す。 

 資料１１については以上でございます。 

 本日の医療部会の議事の中で、資料１０の最終的な報告書を出していただくというこ

とで、東京都認知症疾患医療センターのあり方について（案）をご説明したいと思いま

す。 

 委員の皆様方におかれましては、事前に資料を送付させていただいておりますので、

かいつまんでご説明させていただきたいと思います。 

 まず１枚目おめくりいただきまして、認知症の人と家族を取り巻く状況ということで、

こちらは現在の認知症高齢者の状況ですとか、将来の推計についてでございますので、

詳細な説明については省略をさせていただきます。 

 また、資料の３ページでございますけれども、これまで認知症疾患医療センターの整

備につきましては、まず、あり方検討部会を設置いたしまして、認知症疾患医療センタ

ーの求められる機能等について検討していただいたところでございます。 

 資料の５ページをごらんいただきますと、整備状況ということで、この部会での検討

を踏まえて、平成２７年１月に認知症疾患医療センターの整備方針を決定しました。ま

ず、１２か所認知症疾患医療センターに加えまして、島しょを除く全ての区市町村に１

カ所ずつ整備をするということと、すでに指定している１２か所の認知症疾患医療セン

ターについては地域拠点型に移行し、地域拠点型が所在しない区市町村には新たに地域

連携型センターを設置するということ、そして、地域拠点型センターは地域連携型セン

ターの機能を兼ねるというふうにさせていただいたところでございます。 

 ６ページになりますけれども、現在の状況ということで、地域拠点型センターを１２

か所、地域連携型センターを４０か所、計５２か所のセンターの指定をさせていただい
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たところでございます。 

 残り１か所の檜原村においては、医療資源が少なく、現時点では認知症疾患医療セン

ターの設置が難しい状況にあります。 

 また、島しょ地域につきましては、認知症の専門医療を提供できる医療機関や人材の

確保は厳しい状況にあると記載をさせていただきました。 

 ９ページをごらんいただけますでしょうか。９ページに、認知症疾患医療センターの

機能ということで、三つ、専門医療機関、地域連携の推進機関、それから、人材育成機

関ということで、これまでご議論いただきました基本的な機能について記載をさせてい

ただいております。 

 １１ページをごらんいただけますでしょうか。「４東京都認知症疾患医療センターの

今後のあり方」ということで、これまで整備を進めてきました認知症疾患医療センター

につきまして、今後どのような機能の充実を図っていくべきか、また、島しょ地域等の

認知症疾患医療センターのない地域における医療体制のあり方について記載をさせてい

ただいております。 

 まず、４の（１）東京都認知症疾患医療センターの機能の充実でございますけれども、

これまで整備をしました各認知症疾患医療センターについては、総合病院、それから大

学病院、精神科病院、クリニックと、さまざまな特性を持つ認知症疾患医療センターが

ございます。ただ、そういった中でも、これから述べます下記の機能につきましては充

実をさせていくことが必要であろうということで、まず三つ、大きく記載させていただ

いております。 

 １点目が、ア認知症の人と家族介護者等への支援ということで、今のあんしん事業の

ご議論の中にもありましたとおり、診断を受けたその後について、現在の介護サービス

の対象とならない方も多くいらっしゃいます。そういった中でも、ご本人の尊厳を大切

にし、できることを生かしながら、地域でなじみの関係や生活が継続できるような、ご

本人に寄り添った支援を提供していくことが必要であろうというふうに記載をさせてい

ただいております。 

 また、ご本人の支援は当然のことながら、上から三つ目の○のところでございますけ

れども、家族介護者等の精神的負担・身体的負担の軽減や、認知症の方がよりよい環境

で生活できるようにするために、家族介護者等への支援をする取り組みも期待されると

ころであると記載をさせていただいております。 

 １２ページには、イのアウトリーチチームの機能ということで、平成３０年４月には

全ての区市町村において認知症初期集中支援チームが設置をされることとなっておりま

すが、この認知症初期集中支援チームは、各区市町村が地域の実情に応じて設置をして

いるため、チームの設置数やチーム員の構成等、活動内容についてはさまざまなものに

なっております。 

 一方で、これまで地域拠点型センターで取り組んできました認知症アウトリーチチー
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ムにつきましては、今後も、専門医の判断等が必要なケースや認知症初期集中支援チー

ムだけでは対応が難しいものについてバックアップをしていくことが求められるという

ふうに記載をさせていただいております。 

 また、今後、これまで培ってきた訪問支援のノウハウを生かしまして、二次保健医療

圏域内において、認知症初期集中支援チームの活動に関する情報交換や事例検討、それ

からスキルアップの研修など、地域の実情に応じた支援をしていくことが望ましいとい

うふうに記載をさせていただきました。 

 １３ページの上のほうには、その図を書かせていただいております。 

 ３点目といたしまして、地域連携機能ということで１３ページ、ウに記載をさせてい

ただいております。 

 認知症疾患医療センターの機能の一つに、身体合併症の対応というのがございますけ

れども、まず、認知症の方の行動・心理症状については、適切なケアや診察により、悪

化を予防したり改善させることが可能であり、認知症疾患医療センターは専門医療機関

として、やはりその代用について普及啓発をしていくことが重要であろうというふうに

記載させていただいております。 

  また、医療介護の連携の推進役として、認知症サポート医やかかりつけ医と、区市町

村や地域包括支援センター等の関係機関と連携をし、多職種協働をバックアップしてい

くことが求められております。 

  認知症の人の身体合併症や行動・心理症状に対して、適切な医療提供体制を確保する

ために、二次保健医療圏域全体でのネットワークづくりと、裏面、１４ページにいきま

して、二次保健医療圏域内だけではなく、圏域外の認知症疾患医療センターとも連携を

して対応していくべきであろうと記載をさせていただいております。 

  こちらは後ほどごらんいただきたいのですが、参考資料８にありますとおり、精神科

の病床数ですとか、医療機関の数、専門医、サポート医というのが、圏域ごとにかなり

違いがございまして、圏域内だけでの対応が難しい場合は、圏域を超えた対応をしてい

くことが必要であるということを記載させていただいております。 

  １４ページの（２）東京都における今後の認知症医療体制の充実に向けてというとこ

ろですけれども、まず、アについては、都や区市町村の役割について記載をさせていた

だいております。認知症疾患医療センターがきちんと活動できるようにするためには、

都としても、認知症疾患医療センターの専門職のスキルアップや活動について支援をし

ていくことが必要であるというふうに書かせていただいております。認知症疾患医療セ

ンターの職員のスキルアップのための研修や職員の情報交換会の開催など、都内の認知

症疾患医療センターの全体の活動を支援する取組を継続していくべきであると記載して

おります。 

  また、区市町村におかれましては、認知症疾患医療センターと連携をして、多職種協

働研修の開催ですとか、認知症カフェの実施など、その地域の実情に応じた認知症の人



 

 18 

と家族への支援体制を構築していくことが必要であるというふうに記載をさせていただ

きました。 

  また、イでは、認知症疾患医療センターの今後の整備ということで、医療資源の少な

い檜原村や島しょ地域において、どのような医療提供体制が必要かということで、檜原

村に対しては、地域拠点型センターにおける支援や村の設置する認知症初期集中支援チ

ームの活動状況を踏まえまして、村の意向も踏まえて、認知症疾患医療センターの設置

の有無にかかわらず、今後、都として支援策を検討していく必要があると記載しており

ます。 

  島しょ地域につきましては、先ほどもご説明をいたしましたけれども、認知症支援推

進センターの認知症専門医等が、島における認知症初期集中支援チームの設置や活動の

支援を行うとともに、これまでも実施をしてまいりましたけれども、認知症に係る医療

従事者等向けの相談体制を確保することによりまして、認知症支援体制の構築を支援し

ていく必要があると記載させていただいております。 

  今後、認知症疾患医療センターは概ね都内全域で整備をされましたことから、認知症

初期集中支援チームの活動を支援することを役割として、引き続き、その機能を充実さ

せていくということで結びとさせていただいております。 

  この報告書の素案につきまして、ぜひ委員の皆様方から活発なご意見をいただきたい

と思います。 

  説明は以上です。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

  医療部会で議論をしてきた内容は、本当に認知症の人の支援に、非常に多面的にと言

いますか、さまざまな面に関して議論をしてまいりました。 

  その中で、あえて認知症疾患医療センターのあり方についてということでまとめさせ

ていただきましたのは、やっぱり認知症医療部会の中で認知症疾患医療センターの整備

と進化というか、充実というのは一番大きな課題でもありましたし、その一方で、いず

れも認知症の人の支援に関しましても、やっぱり認知症疾患医療センターが何らかの形

でかかわることになるという視点からだろうというふうに思います。 

  そんな経緯もありまして、というか、今私が勝手にちょっと考えたんですけど、その

経緯で、このあり方についてを、この部会の最終的なまとめの一つにさせていただきま

すので、ぜひご意見をいただいて、追加等、修正等を行って、この会議を終えたいとい

うふうに思います。 

  それでは、ご意見をいただきたいと思いますけれども、前半の、現状に関しましてで

すとか実際の政治状況に関しましては、事実といいますか、背景といいますかという部

分でございますので、特にご意見をいただきたいと思いますのは、４の今後のあり方で

す。それをこの部会で残して、次の施策の充実につなげたいというふうに思います。こ

このところを上野課長が丁寧に説明してくれましたので、そこに関してご意見をいただ
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けたらと思います。いかがでしょう。 

  大きく分けますと、機能の充実と東京都の支援体制の充実に向けてという、まず前半

の、センターの機能の充実のところに関しましてはいかがでございましょうか。ご本人

と家族、介護者等への支援、それからアウトリーチ、地域連携に関して記載をしていた

だいておりますけれども。 

○新田委員 一つよろしいでしょうか。 

  １３ページのアウトリーチチーム機能のイメージ図でございますが、区市町村におい

て、認知症初期集中支援チームとアウトリーチチームがどうもよくわからないですね。

正直言って。 

  で、この絵柄、なるほどなと一見思うわけでございますが、ちょっと教えてほしいの

は、認知症初期集中支援チームとこのアウトリーチチームが、うまいこと機能している

というのは、東京都でどれくらいあるのかどうかですね、一つ。その上で、こういった

構図は明確にするということが一つですね。 

  それは、アウトリーチチームってやっぱり中核病院で、なかなか外へ出ていく人材も

含めて大変だろうなというふうに思っていて、逆にその役割を果たすのは初期集中支援

チームだろうなというふうに思うわけで、それでも大変な場合に、アウトリーチチーム

というのかどうなのかという、アウトリーチチームという言い方がいいのかどうかも含

めて、ちょっと整理する必要があるのかなというふうに思います。 

  もう一つは、今まで縦割りの中で、お金の出どころが確かに違ってたわけでございま

すね。認知症初期集中支援チームに対してはお金は出ませんでした。アウトリーチチー

ムについては、何かよくわからないけれど、お金が出る。だから、初期集中支援チーム

から医師が行った場合はボランティアなんですね、今までの活動は。今年から出るとい

うふうに聞いておりますが。アウトリーチチームはお金の出どころがありました。その

あたりの整理も含めて、活動しやすくしていただければなというのが私の願いでござい

ます。 

○繁田部会長 ご意見ありがとうございました。 

  事務局からの説明の前に、私から少し申し上げますと、まず区部と西のほうでは全く

需要が違っていて、例えば認知症初期集中支援チームさえ、なかなか編成できないよう

な地域もあります。そこのところは、いわゆる１２か所の「地域拠点型では」といって

いるところもあります。 

  徐々に、それこそ今年度、国のかけ声で認知症初期集中支援チームは全区市町村でと

いう、ちょっと大変なことだと思うんですけれども、整備をしなければいけないです。

それが動き始めている地域は、徐々に活動が高まっていって、アウトリーチの需要がい

い意味で少しずつ減っていって、むしろバックアップで相談に乗ったり、医学的な、あ

るいは福祉的な情報提供をするという形に変わってきているような状況です。 

  そうすると、恐らく今までできなかった、それこそ本当に初期の方の支援に地域拠点
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型センターが回れる可能性があります。それこそ当事者の人が空白の期間と言っていま

したところが、まだ手がつけられていないので、そこにアウトリーチの手が回っていっ

たらいいなというのは、そこはすごく個人的なことですが、状況としては、認知症初期

集中支援チームが充実するに従って、地域拠点型センターが全部やっていたのを少しず

つ後ろに回ってきている。ただ、その分アウトリーチに回ってくるのは、本当に大変な、

サポート側も大変だし、ご本人も、本当に過酷な状況の方が回ってきているということ

を個々の事例ですけれども、現場の方からは伺っています。 

  少し追加していただけますか。 

○上野課長 ご意見ありがとうございます。 

  認知症初期集中支援チームを全区市町村が設置をするということで、平成２８年度末

までに設置ができたところが、まだ都内で、区部、市部あわせて１９か所でした。です

ので、今お話があったように、平成２９年度中から、実質は少しずつ動き出したという

ところで、まだすみ分けというところはなかなかうまくできていない自治体が多いので

はないかというふうに考えております。 

  認知症支援コーディネーターがいる自治体については、アウトリーチに依頼するもの、

認知症初期集中支援チームに依頼するものというふうに振り分けているところが大多数

だと思います。例えば新井先生の順天堂大学病院など、アウトリーチチームと区市町村

で意見交換をしてスキルアップを図っていただいているほか、役割分担についても議論

をしていただいている圏域もありますし、まだまだ立ち上げの会議に出ているだけとい

う地域もあり、さまざまな状況です。 

  今お話があったように、それぞれの自治体がどちらをどういった場合に使えたらいい

のかということは、新たな平成３０年度からの取組で、地域拠点型センターにおいて圏

域内の活動の情報交換などを通じて、形をつくっていきたいというふうに考えておりま

す。 

○新田委員 私は今、この構図って機能の構図だと思っていて、指導の構図ではなくてね、

会議をやって云々という話ではなくて、きちっと機能させるために、この構図があるべ

きだというふうに思ってるんですね。 

  それで、ある意味で認知症初期集中支援チームは初期対応をして、そして、それでも

というときにアウトリーチチームにお願いするという機能構造をここできちっと明確化

するというような、今どうあるべきかは別にして、今後のイメージも含めてでございま

すが、そうなればアウトリーチ、どっちも生きるんだろうなというふうに思っています

ので、よろしくお願いいたします。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

○新井副部会長 ちょっと文京区のお話をすると、我々も、この会議でも、ずっとこのア

ウトリーチチームと初期集中支援チームの、東京都ならではのシステムなので、これを

ぜひ有効に、将来に向かって確立しなくちゃいけないという思いはみんな思っていると
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思うんです。先生のご指摘、今後の発展のためにとっても有用なご意見だなと思いまし

た。 

  我々は地域拠点型として文京区にあって、かつ、地域連携型としても活動しているわ

けですけど、結構うまくいっているなと思うんでご紹介するんですけど、地域包括支援

センターに嘱託医としてサポート医的な先生が、文京区の在宅をやってる先生がおられ

まして、そこが自然と認知症初期集中支援チームで発展して、ただ、認知症初期集中支

援チームは、なかなか先生は一緒に現場までは行かない中で、地域包括のところでいろ

いろ相談業務をやっていて、今年から文京区が提案してきて、認知症初期集中支援チー

ムの相談、事例について、我々のアウトリーチをもって、地域拠点型センターで、会議

というか事例検討会をやってくれないかということで、月に２回ぐらいですかね、大学

に、初期集中支援チームにかかわるコメディカルの人たちに集まってもらって事例検討

みたいなのを実際にやっていて、そうすると、かなり機能的にアウトリーチチームと認

知症初期集中支援チームがうまく連携できるかなということは、我々が言い出したわけ

じゃなくて文京区から依頼があってやり始めたんですけど、結果的にはそれがうまく発

展すると、すみ分けがうまくいくかなという気はしています。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

  齋藤委員、お願いします。 

○齋藤委員 相談班って、まだありますか。 

○上野課長 あります。 

○齋藤委員 あるでしょ。相談班があって、アウトリーチチームがあって、認知症初期集

中支援チームがあるわけですよ。もう、無駄ですよ。 

  僕は、認知症初期集中支援チームについていくお医者さんにお金を出しても、そっち

に予算をつけるべきだと思います。参考資料６の実績を見たって、２人、２人、２人、

３人、３人。それで区東北部と北多摩西部は、１０人１８件、７人１３件ですけど、あ

との認知症疾患医療センターはせいぜい多くて３人ですよね。年にそのぐらいの数だっ

たら、工夫をすれば、何とかチームなんてやらなくたってできるはずで、むしろ先端で

やっている認知症初期集中支援チームのお医者さんに、医師だけじゃなくてそっちに予

算措置をして、相談班とかアウトリーチチームはもう認知症疾患医療センターの機能の

中に含めてしまえばいいと思います。いちいち説明しなければならないような、三つが

どう違うかを毎度説明していただかないとわからないようなものは、もう、すべからく

無駄だと僕は思います。 

○繁田部会長 粟田委員、お願いします。 

○粟田委員 今の齋藤先生のご指摘のとおりなんですけど、実は認知症疾患医療センター

というのは、相談事業の中で訪問もできるんですね。面接による相談と電話による相談

と訪問による相談というのがカウントできるようになっていて、実は、私どものところ

はアウトリーチ以外の訪問も結構やっているという。ただ、このアウトリーチをやって
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いる理由の一つは、お金とるために、人件費を確保するためにやっているということで

すが、ただ、実際のところは、東京都の方もご存じのとおり、アウトリーチは結構面倒

くさいんですよね。様式が結構面倒くさいということがあって、非常に使い勝手が悪い

ということで、実際のところは、臨機応変に地域包括支援センター等々から、実はこう

いう事例があって相談に乗りたいんだけどもというとき、じゃあ行きますかって気軽に

出ることは一応できるところがあるので、これは認知症疾患医療センターによって状況

がまちまちであって、現実には、ほとんど出れない認知症疾患医療センター、これは病

院のシステム上の問題なんですけど、だけど、このアウトリーチチーム事業というのが

できたから一応出れるみたいな、そんなところもあって、非常にややこしい。 

  本来は、齋藤先生がおっしゃるように、認知症疾患医療センターの相談室の通常業務

の中に位置づけて、地域包括支援センター等々を支援すればいいんだろうと。それから、

あと、ついでに言っちゃいますと、認知症初期集中支援チームというのも本来は多分、

地域包括支援センターの本来業務だったので、本当は要らないんだけど、実はこちらも

人件費を確保するために、地域包括支援センターの今の賃金じゃとてもとてもできない

ので、区市町村事業としてお金とれるようにしてつくったという、特に医療機関と連携

するためにはお金がかかるんで、そのための、お金をとるためにつくった事業であると

いう実態はあるだろうなと思うんです。だけど、その背景にあるのはそういうことだろ

うと思う。 

  それから、ついでに島しょ地域のことを言いますと、実は、島しょ地域というのはそ

もそも認知症初期集中支援チームに相当する多職種チームというのが自然発生的にでき

ているところが多くて、これしかもうないという、つまり医療機関が１個しかなくて、

医者が一人しかいなくて、ケアマネ一人しかいなくて、保健師も一人いるかいないかと

いうところで、やるときにはみんなが集まって、しかも診療所に集まって、一人一人の

支援も調整しなきゃ、これ、認知症に限らずみんなそうしなきゃいけないというところ

があって。ただ、問題は、そこに専門職が絡む仕組みがほとんどなくて、半年に１回、

精神科医が来るということじゃ、これ、どうにもならんというようなことがあって。そ

れで、我々が行くときにはちゃんと相談したい事例もたっぷり用意されているというこ

とがあって。 

  ということで、今回、来年度から東京都健康長寿医療センターがＩＣＴとかを使って、

いろんな形でサポートしていこうということになったんですけれども、これも、ある意

味では認知症初期集中支援チーム等を支援するんですけど、普通の島しょ部の、今やっ

ている多職種協働の医療をサポートするという、そういう位置づけだと考えたほうがい

い。ただ、お金をとるために、こういう名前が必要なんだというようなことなんだと考

えざるを得ないのかなという気がしております。 

○繁田部会長 じゃあ、お金を減らしてやめるという。 

  齋藤先生、どうでしょうね。 
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○齋藤委員 区東北部とか北多摩西部とか、そういうところは今、まだ地域にできていな

いから実需があるんだと思います。これは年に１８回も行くんだったら経済的な支援は

絶対に必要だとは思いますけど。 

  そのほかのことについては、ここは一番先端にお金がついていたほうがいいと思いま

す。地元で走り回る人を支援できて、ちょっとお金の配分ということになると、僕らは、

ご存じのとおり税金で運営していますからあまり大きいことは言えないけど、でも、相

談班があって、アウトリーチチームがあって、認知症初期集中支援チームがあって、そ

の三つの役割を、何というか、交通整理しないと、我々専門家でもどこが何やっている

のかわからないというのは、無駄です。 

○繁田部会長 議論の流れに行っちゃっていいですか。 

○齋藤委員 いや別に、制度を変えろと言ってるわけではないです。 

○繁田部会長 東京都はお金を減らせるんですよね。税金ですからね。 

  じゃあ、西本委員、お願いします。 

○西本委員 すみません。今のお話は本当にそのとおりだと思っていて、今、地域包括支

援センターに求められることは、この認知症認知症初期集中支援チームと、あと、現在、

在宅医療コーディネーター、在宅療養支援窓口の機能も今年の４月から持つようにとい

うふうに言われて、地域包括のスタッフはもう、てんてこ舞いの状態で、実は、自分た

ちは一体何を担えばいいのかというところがあるのが現状なんだというふうに私は思っ

ていて、もう少し整理していただいて、地域には、この認知症アウトリーチチーム以外

にアウトリーチチームというものができてきていたりだとか、何か、いろんなものがぽ

つぽつ発生していて、それがトータル的に、仕組みとしてできていないような、それこ

そ先ほどの「串刺しして」というようなことの必要性ってすごくあるような気がしてい

るので、ぜひ、東京都としてそういう仕組み的なところの基盤みたいなものをきちんと

整理していただけるとありがたいかなと思います。 

○繁田部会長 ありがとうございます。 

  そのほかいかがですか。山本委員、お願いします。 

○山本委員 先ほど、粟田委員のご発言が、とても重要な視点が幾つも含まれていて、私

もアウトリーチチームの書類とか、認知症初期集中支援チームの書類関係が、これは区

市町村によって違うんですけど、かなり煩雑化していまして、本末転倒なんですよ。 

  本来は人をサポートするためのチームであるにも関わらず、書類づくりに支援者が追

われているんですね。今度、集中的に研修とかをおやりになるかもしれませんし、東京

都の方針もあると思うんですけれども、書類は本当に軽減していただきたいし、簡素化

してもらいたいし、目的を、何のためのチームなのかということを、特に、この認知症

初期集中支援チームは書類づくりのためのチームじゃないので、人をサポートするため

のチームですので、支援者が書類作成に追われるような仕組みにだけはしてほしくない。

今、現状そういうことは起きつつありますので、ぜひそれは強調しておきたいと思いま
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すし、アウトリーチして人をサポートするための仕組みですので、おっしゃったように、

認知症初期集中支援チームは、厚労省の縦割りの中で別の予算とかがいろいろついてき

た関係で、本来は地域包括支援センターの人員強化のための仕組みだったと思うんです

けど、今、本末転倒で、認知症の地域支援推進員は専任でなければいけないのとか、わ

けわからない仕組みになって、全く地域包括の業務と別個になっていたりとかというこ

とになっていて、これもまた、先ほどの新田委員の話で、横串ではなく、また縦割りが

生まれちゃったみたいな話になっているので、これも兼務をぜひ認めていただいて、本

来的な人と地域の支援ができる仕組みにしていく必要があると思います。 

  あとは、実践では、まずは地域包括支援センターが初期支援をやっていって、できる

ことはやっていきますけど、必要であれば医師も訪問するというような仕組みをつくっ

ていかないと実際的ではありませんので、そういう仕組みを明確にしていくべきじゃな

いかということです。あと、認知症疾患医療センターのアウトリーチについては、先ほ

どご指摘のとおりなんですが、私どもは北多摩西部圏域で立川病院に、本当に今、熱心

にやっていただいて、特にソーシャルワーカーの方とか、認定看護師の方たちの動きが

とてもすばらしいんですね。一緒に行ってくださいますし。だから、そういう道は残し

ておくべきだと思います。あと、特に今、認知症疾患医療センターの若手の医師の方も

本当に熱心にやっていただいて、一緒に行ってくれたりもしていますので、仕組みの中

に、この訪問をできる、一緒に地域包括支援センターなんかと協働して動いてくれると

いう仕組みは認知症疾患医療センターにも残しておく。それは必要だと思います。それ

がどういう名称かはわかりませんし、お金がどうのこうのじゃないんですけれども、認

知症初期集中支援チームがまだ十分機能していないところもあるので、これ、齋藤委員

のご指摘のとおりなんですが、何かしら一緒に動ける仕組みは残しておくべきだと思い

ます。 

○新井副部会長 そこで、認知症初期集中支援チームと違って、アウトリーチチームは医

師が必ず行くとか、それだけ運営資金が出てるんであれば医師は必ず行く。 

  文京区の場合は、認知症初期集中支援チームの一員としてなかなか医師が現地には出

向けないので、相談業務になって、うちのアウトリーチの場合は原則医師が行くように

しています。そこで、ちょっとすみ分けはしているんですけど、その、ＰＳＷだけじゃ

なくて、もしアウトリーチとして地域拠点型に設置するんであれば医師も必ず行くとか、

何かそういう事例を必ずやっていく。何かそういうことがいいのかもしれません。今お

聞きして。 

○繁田部会長 ご意見ありがとうございました。 

  時間のこともあるので、ちょっと整理をしたいんですけど、ちょっと報告書のことば

かり言ってはいけないですけど、報告書をちょっと考えたんですけど、イの「認知症ア

ウトリーチチームの機能」というところに、四つ項目があるんですね。初めの前半の二

つは、今まで認知症疾患医療センターではこういうことをやってきましたということが



 

 25 

書いてあるんです。後半の二つがこれからというところなんですけど、三つ目は、いわ

ゆる認知症疾患医療センターでは認知症初期集中支援チームのバックアップをしますと

いうことが書いてあるんです。四つ目は、認知症初期集中支援チームの情報交換、事例

検討、スキルアップを実施みたいなことが書いてあるんです。 

  なので、一応、施策で、予算も関係することなので、ここでやりましょうって、なか

なかやっぱりちょっと言えないので、この「認知症アウトリーチチームの機能」という、

ちょっとタイトルはまた事務局で調整いただくことにして、この記載をそのままにして、

チームをなくしたとするのは不可能ではないので、そこら辺、ちょっと調整をして、文

言を修正して、東京都にご検討いただくということでいかがでしょうか。８時半も過ぎ

てまいりましたので。いいでしょうか。ここで決めるぞというのは、ちょっとあれなの

で。ということで、お許しいただいて。 

○新田委員 いや、いいんですけど、今、現状の、それぞれの活動をやっぱり、まず、さ

っきのあれじゃないですけど、人を支援する体制ってあるわけで、それぞれ違って。そ

れを制限しないことですよ。例えば、アウトリーチチームはこうだ、認知症初期集中支

援チームはこうだという、制限しないような緩やかなものをつくり上げないと、私はや

っぱりだめだと。それぞれ地域によって違いますから、そこを重要視していただいたよ

うな文章にしていただきたいですね。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

  それでは、もう時間はないんですけれども、後半の認知症医療体制の充実に向けてと

いうところを含めて、これだけはというご意見がありましたらいただいて、今日来てい

ただいていない委員の方も、ちょっと言いたいことがあったということなどのご発言を

いただいて終わりにしたいと思いますけども、いかがでございますか。 

  牧野さん、お願いします。じゃあ牧野委員、次に髙瀬委員という。髙瀬委員は話が長

くなりますか。 

○牧野委員 最後ということなので、すみません、家族支援、介護者支援の立場から、こ

の「区市町村は」という最後のパラグラフのところなんですけれども、全般的にいって、

家族の支援体制に対しての、家族支援についての中身が非常に薄いなという印象を受け

ています。この文章を見ますと、国の認知症カフェ、介護者支援の柱が認知症カフェ、

イコールになっているので仕方がないかもしれませんが、認知症カフェをやっていると

家族支援をやっているよみたいな構図が既にできておりまして、認知症カフェ、とにか

く今、区市町村は、数をいっぱいつくろうということで躍起になっていらっしゃいます

けれども、とにかく自由にやっていいのという形になっていまして、ご本人の方中心の

ところもあれば、家族と相談をじっくりやっているところもあれば、本当に細々だと思

うんですね。 

  私の立場でやってほしいのは、こういう認知症カフェの取り組みの中から、効果的な

家族の支援方法を、区市町村あるいは認知症疾患医療センターがやっていただくのか、
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少し編み出していくということをやっていただきたいなと、その文章を加えていただき

たいというふうに思うわけです。この文章を読んでますと、どうしても専門職が認知症

に関する相談をすれば家族支援だというふうに、それにしか聞こえないんですね。 

  でも、皆さんご存じだとは思いますが、家族自身がいろいろな病気を持っていたり、

精神だったり、生活困難に陥ってたり、本当に、当事者ですよね、もう。当事者の人が

たくさんあるので、今、国もケアラーのアセスメントというのは少し考え始めているん

ですが、今リソースがないので、アセスメントしてもどこへつなぐのという問題はある

んですが、だったら区市町村としては、効果的な家族の支援サービスをもう一度見直す

とか、今、任意事業でも、とにかく既存のものを繰り返しているだけなので、もう少し

きちっとした、支援につながるような任意事業、地域支援事業は何かとか、資料４の上

のほうにも「休養を支援する場の拡充」って書いてありますけど、具体的には何なのか

という、ちょっとそこのところをもう少し食い込んで、研究したりとか、編み出したり

とか、やっぱりフォーカスして、何が必要なのかということを考えるというような余地

を残していただきたいなと思います。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

  髙瀬委員、お願いします。 

○髙瀬委員 手短にやります。牧野さんの言われていることと非常に重なる部分も多いん

ですが、まだまだ力不足であるんですが、在宅医療機関をうまく使っていただきたいな

って、いろんなところでお役に立つんではないかなと思いながらお聞きしておりました。

まだまだ力不足のところもあるんですけども。 

  それから、今の牧野委員のお話と重なるんですけども、実際、やっぱり私どもの地区

もまだまだ力不足なんですけど、問題になってくるのは、認知症者プラス、年金にパラ

サイトしている次の世代の生活困窮者というのが、大体決まってパターンであるか、あ

るいは認知症と同居の方ということなので、ある程度、その方に対する支援なんかも、

割ともうちょっと具体的にしていくようなところも、まだまだ認知症疾患医療センター

も進んでいるところ、遅れているところ、あるやもしれませんけど、そういうところに

対してもアドバイスをできるような体制を、せめてあと四、五年の間に、四、五年じゃ

遅いのかもしれませんけど、二、三年の間ぐらいにつくれるような、何か、余地を残し

て文章をつくっていただければと。牧野委員のところと大分重なると思うんですけれど、

そんなところをお願いしたいところです。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

  はい、西田委員。 

○西田委員 このアウトリーチのイメージ図、機能イメージ図もそうなんですけども、東

京都の場合、やはり地域連携型が診療所型なんて言われていたんですけど、結果的に病

院が主体になって、病院でも診療所でもいいんですけども、実際、我々、今、往診でト

ラブルケースに行ってくれって地域包括に頼まれて、すっ飛んで行くようなところがや
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はりあるんですよね。 

  粟田先生とも、この間ちょっとお話しさせてもらったんですけども、本来、患者さん

が拒否しているところに往診をするという、おかしなことをやっていたりするわけです

よね。ですけれども、やはりスピード的に、何とか事業ってなるとすごく手続が煩雑に

なったりするんだけど、我々、フットワークがいいからすぐアプローチできるんで、そ

ういうよさもすごくあるんですね。だから、この枠の中というのは、ほとんどこれ、病

院機能だけの話になっちゃっているので、次、そこら辺も考慮していただきたい。かか

りつけ医の地域における認知症治療対応の役割みたいなことも、ぜひぜひ、もう少し盛

り込んでいただけるとありがたいなと思います。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 

  そのほかいかがでございますか。お願いします。 

○田邉委員 齋藤先生が、アウトリーチに関して大変衝撃的なお話をされた後で恐縮です

が、私の練馬区の場合は、やはり高齢者相談班も当てにしているところがあって、ケア

パスの中には、一番状態の軽い人は認知症初期集中支援チーム、その次が、なぜか練馬

区は協定を結んでいないためか、アウトリーチが入っておらず、精神科病院が次に来て

いて、一番最後に高齢者相談班というのが書いてあり、状態の重い方はやはり高齢者相

談班のような流れをつくっているようですので、このアウトリーチに関しても、今日、

これで部会は終わってしまいますが、別の機会に、引き続き議論できる場があると、本

当はよろしいのではないかなと思いました。 

  以上です。 

○繁田部会長 どうぞ、ご意見を。思い残すことは。 

どうぞ、どうぞ。おっしゃってください。 

○山田委員 牧野委員が先ほどおっしゃった、認知症カフェだとか、認知症疾患医療セン

ターがやっぱり地域の住民の方々とつながるということは、それは必要だと思うので、

認知症カフェの実施だとかって必要だとは思っているんですけれども、牧野さんがおっ

しゃったように、やっぱり認知症カフェを実施することが目的になってしまっていると

ころもあるかなというところが感じられて、やっぱり主役は認知症になられている本人

であり、それを支えている家族だと思うんですけれども、その声を吸い上げる仕組みと

いうか、認知症疾患医療センターというよりはもう少し、町場のケアラーの方とか、認

知症カフェだとか、地域包括なのかもしれないんですけれども、もう少し声を拾って、

それを施策に提言していくというような仕組みというのは、やはりどちらかというと地

域包括支援センターとか認知症カフェを実施している民間団体がもう少し担えるような、

そういった形の、その人たちの声を聞くような場というのも、やっぱり行政の責任じゃ

ないかなということを思って、特に、この「区市町村は」というあたりに、そういった

ことも少し挙げていただけたらいいなというふうに思ったところです。 

○繁田部会長 ありがとうございました。 



 

 28 

  その他いかがでございますか。お願いします。 

○桑田委員 アウトリーチチームの件なんですけれども、この西多摩なんですが、すごい

広いんですね。この前、ＮＨＫで「ダーウィンが来た！奥多摩」というのをやっていま

して、熊が出るようなところなんですね。２３区を対象にだけ考えられてもちょっと困

るかなと思っていまして、私の病院から青梅成木台病院に行くまでもとても時間がかか

るわけです、実は。 

  だから、東京って本当に特殊な地域で、密集しているところもあれば、島もあって、

そういった土地柄のことも含めて、もしかしたら考えていただかないといけない。私、

青梅ですので、ちょっとそのことだけは最後に言わないと、後で青梅成木台病院の方に

申しわけないと思ったので、八王子、この西多摩、南多摩は、地域的に物理的に遠いと

いうのも、その活動するのになかなか難しいというのがあると思いました。あと、地域

の文化とか、そういったようなものも、都心部とは違うというようなことがあるという

ことも、ちょっと考慮していただきたいなと思いました。 

  以上です。 

○繁田部会長 意識ですね。病気であるとか、認知症である、老化に対する意識が違うと

いうことですよね。 

○桑田委員 はい、全然違うと思います。 

○繁田部会長 次回、またこういった部会を開くときには、都心部会と地方部会に分けて

いただいて。 

  そのほか、よろしゅうございますか。時間も夜も更けてまいりましたので。 

じゃあ、まだまだご意見があるかとは思いますけれども、時間も過ぎておりますので

このくらいにさせていただきます。本当に活発なご意見をありがとうございました。 

  皆様にいただいたご意見をできる限り反映して、この報告書にまとめたいと思います。

それに関しましては、僭越ですけれども、事務局と座長の私にお任せいただけたらとい

うふうに思います。ありがとうございます。 

  それでは、マイクを事務局にお返ししたいと思います。よろしくお願いします。 

○上野課長 繁田部会長並びに委員の皆様、どうも活発なご議論、ご意見ありがとうござ

いました。 

  お帰りになってから、まだ言い足りないことがあったという場合もございますので、

追加のご意見がある場合は恐縮でございますが、この後、事務局より簡単な様式を送付

させていただきますので、今月中、２月２８日までにご連絡をいただければ大変助かり

ます。 

  皆様のご意見を踏まえまして、部会長とご相談の上、報告書の案を確定いたしまして、

３月に開催を予定しております、親会議の東京都認知症対策推進会議にて部会長からご

報告をいただき、その後、公表をする予定としております。 

  最後に、当部会の閉会に当たりまして、粉川高齢社会対策部長から皆様へ一言ご挨拶
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を差し上げたいと思います。 

○粉川高齢社会対策部長 高齢社会対策部長の粉川でございます。認知症医療部会の閉会

に当たりまして一言ご挨拶をさせていただきます。 

  本部会は、平成２４年度に設置をしてから５年、１５回にわたり、認知症疾患医療セ

ンターの整備をはじめ、認知症の方と家族を支える医療提供体制の構築について検討し

てまいりました。委員の皆様には大変お忙しい中、貴重なご意見をたくさん頂戴いたし

ました。誠にありがとうございました。 

  おかげさまで、ご報告しましたとおり、５２の認知症疾患医療センターの指定に至り

ました。今後は、これまで皆様方からいただいたご意見、ご議論を生かしまして、認知

症疾患医療センターの機能を充実させることにより、認知症の方とその家族が地域で安

心して暮らせるまちづくりを推進していきたいと考えております。あわせまして、ご紹

介をいたしましたが、現在策定中の東京都高齢者保健福祉計画及び東京都保健医療計画

におきましても、認知症対策を重点施策の一つとして、さらに強化をしてまいります。 

  また、部会長からもありましたとおり、皆様方には今後とも、東京都の認知症施策の

充実につきまして、ご意見、ご助言を賜りますようお願い申し上げまして、私の挨拶と

させていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

○上野課長 最後に、事務連絡がございます。 

  資料につきましては、机上にお残しいただければ、後ほど郵送させていただきます。

また、まだ駐車券をお受け取りでない方は、担当にお申し出いただければと思います。 

  最後に、入庁の際、大変お手数をおかけして申しわけありませんでした。退庁の際も、

入庁証をタッチしていただいて、通行いただくことになります。通行後は、警備員に入

庁証のご返却をお願いいたします。また、お車の方はセキュリティゲートで入庁証をタ

ッチして通行していただいた後に、駐車場行きのエレベーター前にいる福祉保健局の職

員に、入庁証をご返却いただければと思います。 

  それでは、本日はこれにて散会といたします。ありがとうございました。 

（午後 ８時４５分 散会） 


